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世紀転換期英国における地価課税運動(2)

藤 原 一 哉

⑫ 敷地の課税評価

かな りの当局は敷地の課税評価に相当費用がかか り,錯 誤や混乱の危険を孕

むと考 えている。しかし,か なりの数の資産が全額地代によって賃貸 されてお

らず,そ の場合には現行システムは単純でも自動的でもない。そのような事例

としては,ロ ン ドンにおいて もイングラン ド銀行,チ ャーリソグ ・クロス駅.

クラブに用いられている巨大な建物,保 税倉庫等がある。 これに比べて敷地の

課税評価は過度の労働と費用なしで行われ うる。なぜならば,敷 地の売買や賃

借が専門家の判断の適切な基礎を成 し,そ の評価は全体資産g全 額地代か ら建

物の価値,す な.わち建物の再生産の正常な費用 を控除す ることによってたいて

いの場合点検 されうるか らである。この場合,専 門家が常識 と地方的知識 を保

持 していることが前提 となる。

敷地価値の分離的課税評価はそれ自体で.重要な利点を持つ。まず レイ ト課税

当局が敷地 自体の課税評価 を行 うために,そ の価値の増加を十分 に把握し,よ

り独立的になり,占 有者は増加 した敷地価値に見合 う課税をされ るとい う点で

ある。第二に,そ れは修繕や保険料などの控除を建物部分に対 して行 う時に便

利である点である。

⑬ 敷地価値はどのようにレイ ト課税されるべきであるのか。

過密人 口と都市の地方政府の巨大なサービスゆえに土地価値が大恥に増大 し

た都市部に地価課税は限定され.るべ きである。敷地価値 に便益をもた らす改良

支出ば敷地価値のみに対する特別課税によって支払われるであろう。

地価課税は真にかっ最終的には敷地価値の所有者 に帰着する。 これに比べて
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現 行 の 占有 者 へ の課 税 の欠 点 は,④ 負 担 の移 転 と拡 散 が あ い ま い に され,明

白 な不 公 平 が 人 民 の不 平 を生 む,@レ イ ツの 引 き上 げ に よ って担 税 能 力 を狭

め るの で,長 期 に わ た る軋 轢 を生 じ る,と い う二 点 で あ る。

他 方,貸 家 人 へ の直 接 的 な レイ ト課 税 は,た いて いの 場 合,貸 家 人 が投 票権

を持 って い ない の で浪 費 や 略 奪 に つ な が り,危 険 で あ る。 以 上 の こ とを考 え る

と,.敷 地価 値 へ の レ イ ト課 税 を地 主 と 占有 者 の 双 方 に課 す べ きで あ る。 しか し

実 際 に は 負 担 は 敷 地 価 値 の高 い都 市 中心 地 区 に お い て増 大 す るの み で,そ の他

に お い て は減 税 とな るで あ ろ う し,レ イ ト納 税 者 で あ った 占有 者 の大 部 分 は短

期 賃 借 者 で あ るの で,負 担 の地 主 分 を地 主 に 引 き渡 し うるで あ ろ う。 また,新

税 は増 大 す る補 助 金 に よ る軽 減 に よ っ て相 殺 され る で あ ろ う。1以上 の提 案 の効

果 は エ894年 ロ ン ドン ・レイ ツ均 等 化 法 の それ と多 くの点 で似 て い る。

現 行 制 度 か ら地 価 課 税 へ の移 行 をス ム ー ズ にす る た め に少 数 派 報 告 は 占有 者

が 敷 地 価 値 レ イ ツ を支 払 い,そ の 半 額 を地 代 か ら控 除 し,残 りを地 代 と して地

主 に支 払 い,そ の結 果 と して地 主 も敷 地価 値 レ イ ツ の半 分 を負 担 す る とい う提

案 を して い る。 レ イ ツ の税 率 は議 会 に よ って厳 格 に 制 限 され るべ.きで あ る こ と

も付 け 加 え られ て い る。 こ の よ うな敷 地 価 値 レイ ツの 地 主 と 占有 者 へ の分 割 は

都 市 保 有 地(TownHoldings)委 員会 の提 案 と一 致 して い る。 我 々(少 数 派)

の真 意 は,敷 地価 値 の 所 有 者 が 公 共 支 出 か ら利 益 を得 て い るの で あ るか ら,そ

の分 だ け は 正 当 に 負 担 す るの が 正 しい姿 勢 で あ ろ う とい う もの で あ る。 こ こ で

敷 地 価 値 の所 有 者 は 元 来 の地 主(thegr。andlandlord)と4&異 な る ζ とに 注

意 す べ ぎで あ る。

⑭ 占有 され て い な い 資産 と未 開発 地

他 の レ イ ト支 払 い者 と公 正 を期 す た め に,占 有 され て い な い資 産 と言 え ど も

公 共 支 出 か ら便 益 を受 け て い るの で あ るか ら,新 しい 敷 地価 値 レ イ ツが 課 せ ら

れ るべ き で あ る。 こ こ で問 題 とな る の は課 税 評 価 の 困難 さで あ る。 大 部 分 の土

地 は何 らか の形 態 で利 用 され,公 衆 衛 生 法 と虚 業 レイ ツ法 に よ って 制 限 税 率 が

定 め られ て い る し,そ の課 税 評 価 は合 理 的 に期 待 され る地 代 に 基 づ く。
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また,敷 地価値への課税は,投 機を目的 として建築を差し控 えている土地所

有者にとっての有利 さを失わ しめるであろう。1885年 に最終報告が 出 さ れ た

「労働者階級住宅に関す る王立委員会」は 「都市近郊の建築利用可能地はその

売却価値のたとえば4%の 税率で課税 され るべきである」と勧告 していたが,

これはいくっかの理由で実現困難である。 なぜ ならば第一に,レ イツのすべて

を課す ことは過重であ り,第 二に,他 の資産への対応する課税なしに資本価値

を課税ベースに空地課税 を行 うことは異例であり,ゴ ッシェン氏も認めたよう

に,一 時的な建物 を作ることによる租税回避を助長するからである。さらに,

最 も重大な欠陥は,実 際に建築に適 した土地 と建築の準備が整いつつある土地

との区別が行われないとい うことである。多くの土地が後者であって,例 えば

現在完全なる農地であれば誰 も実際には建築 しようとはしない。しか しその土

地は都市地域にあれば農業的地代の資本還元価値 よりも大きな売却価値をもっ

ている。なぜならば,い つの日にかその土地に建築が行われるであろうと期待

されているからである。 このような土地には年価値ではなくその売却価値を課

税標準 として正 しく課税 されるべきである。この提案の利点は,課 税額が適当

であること,資 本価値 を課税ベースとして農地に課税するという不正義 を避け

得 ること,賃 貸予定地代として価値の定義ができることの三点である。

次に,こ のような敷地価値税がオープン ・スペースの保持を妨げるか否かに

ついては,地 方当局の政策減税がそのために必要 となろう。しか し我々(少 数

派)の 提案を実行に移すにはいくつかの困難を伴 う。まず,即 座に建築される.

ために賃貸され うる土地はどの土地かを決定 して,そ の土地の価値を確定する

という業務は錯誤の危険を孕む。またそのような土地の法的定義の枠組み作 り

は不可能であり,専 門的かっ地方に密着 した知識の光にあてて各事例 ごとにし

か決定は公平に行えない。

⑮ 要 約

敷地価値は外生的要因によって自動的に高められており,ま た現在のレイ ト

課税の際に一体 とされている敷地 と建物は本質的に性質を異にしているので.



世紀転換期英国における地価課税運動(2)⊂79)79

そ れ らは別 々 に課 税 評価 され るべ きで あ る。 特 別 敷 地価 値 税 の税 収 は地 方税 の

軽 減 の た め に用 い られ るべ きで あ る。 この 提 案 の利 点 は,a.都 市 の レイ ト課

税 制 度 を よ り公 平 に す る,b.地 主(groundowner)と 他 の利 益 享 受 者 が地 方

税 制 に よ り多 く貢献 す る,c.土 地 の 没収 とい う方 法 に訴 え る こ とを 阻 止 す る,

d.建 物 向 け修 繕 の た め の控 除 が 可能 と な る,e.建 物 の負 担 が軽 減 され て,

困 難 か っ緊 急 を要 す る住 宅 問 題 の 解 決 に役 立 っ,f.地 域 間,地 主 間 の不 公 平

を矯 正 す る,9,広 範 な誤解 を正 し,現 行 の都 市 の レ イ ト制 度 の欠 陥 を直 し,

地 方 の財 源 とな る,h.国 庫 補助 金 付 き地 方 行 政 サ ー ビス の増 大 は地 主 へ の地

価 課 税 に よ って い く らか は賄 われ る とい うよ うに8地 方 税 制 に快 適 か っ有 利 な

原 則 を導 入 し う る とい う以上 の八 点 で あ る。

(3)小 指

以上見てきたように,1901年 の 「地方税 に関する王立委員会」最終報告にお

け る多数派 と少数派の対立点は,第 一に,土 地 と建物の分離的課税評価が可能

であり,望 ましいかどうかであった。多数派は,そ れが可能であるという見解

に言及 しているが,土 地所有関係の複雑さや土地の生産的利用の確定,さ らに

は課税評価の費用がかか りすぎることなどを理由としてそれは望ましくないと

した。少数派もこの問題の困難性を地方当局の見解を基にして認識 していたが,

専門家の判断が地方の実情をよくわきまえておこなわれるならば実現可能であ

ると考 えていた。さらに分離的課税評価の積極的な利点 として,地 方の課税当

局が敷地価値 を把握 して,よ り自立的になることが挙げ られていた。

第二の対立点は,地 価課税の課税根拠が租税の応益 ・応能原則に合致してい

るかどうかである。多数派がこの点について否定的であり,地 価課税拒否の理

由とす るのに対 して,少 数派はほとんどの論述をこの問題にあてている。その

論理展開は,地 方当局の支出の うちのかなりの部分が都市改良に当てられ,そ

れによって地価が上昇するので,こ れを課税ペースとすることは租税原則に合

致するというものであるn)。
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さ らに 少 数 派 は.ロン ドン県 当局 を は じめ とす る種 々の地 価 課 税 計 画 を検 討 し

て,植 民 地 に お け る実 例 を指 摘 しな が ら,新 税 に よ って 国 庫補 助 金 へ の依 存 を

軽 減 す る効 果 につ い て も言 及 して い る。 ま た少 数 派 は 現行 制 度 か らの 移 行 の問

題 や 未 開 発 地 の取 り扱 い に留 意 しなが ら具 体 的 提 言 を行 って い る。 し.かし課 税

ベ ース を地価 に置 く として もそれ を土 地 の資 本 価 値 で は な く,年 価 値 に して い

る。 これ は.す ぐに建 築 が 開 始 で きる条 件 に あ り.土 地 の 資 本価 値 を課 税 ベ ー

ス とす る こ とが 妥 当 で あ るよ うな未 開 発 地 は少 数 で あ るた め と され て い る。 末

利 用 地 の 問 題 は 労 働 者 階 級 の住 宅 問 題 と関 わ って重 要 で あ り,少 数 派 も即 座 の

建 築 可 能 で あ れ ば,資 本 価 値 を地 価 課 税 の課 税 ベ ース とす る こ とに同 意 して い

るの で あ る。
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IV1914年 の地方税制に関する省内委員会最終報告

前節で検討 した1901年 の報告書以来,地 価課税に関する様 々な法案が用意さ

れて引き続きこの問題について議論が行われた。それ らを受けた形で1914年 に

「地方税に関する省内委員会」が最終報告 を明らかにしたので,本 節では これ

を基に当時の論点を整理する12㌔

螢

(1)1901年 の 王 立 委 員 会 報 告 後 の動 き

1914年 の 多 数 派 報 告 に よれ ば,1902年 に トレ ヴ.」リア ソ氏 が 都 市 の 敷 地 価 値

に対 す る レ イ ト課 税 法 案 を提 出 した。 そ の 内容 は.大 規 模 都 市 当 局 に対 して現

行 レイ ツ と並 行 して 課 税 標 準 価 値1£ あ た り2シ リン グ を越 え な い限 度 で 特 別

敷 地価 値 ン イ ト課 税 の権 限 を与 え る とい う もの で あ り,地 価 を土 地 賃 貸 に よ っ

て期 待 され る年 額 と して い た が,法 案 は第 二 読 会 に お い て否 決 され た 。

王

G

ユ1)A.R.プ ゾ ス トは 地 価 課 税 を 応益 原 則 の も とに 提 唱 して い ない 。 彼 の立 脚 点 は,地 方財 政 の 自

立 性 の 回 復,土 地 課 税 の 公 平 と効 率 の達 成,さ らに は 税 務 行 政 上 の実 行 可 能 性 に置 か れ て い る 。.

拙 稿,A.R,プ レス トの土 地 課 税 論,「 財 政 学 研 究 」 第13号,1988年 も参照 され た い 。

12)Departme皿[alCommitteeonLocalTaxation,FinalReport.Cd.7315,1914,pp.63-74.

PP.112-120.
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翌 工903年 に マ クナ マ ラ氏 が土 地 価 値 の 評価 と レ イ ト課 税 に関 す る法 案 を提 出

した 。 そ の 内容 は課 税 ベ ー ス を土 地 の 資 本価 値 ,す なわ ち.「自 由 な売 買 に よ`る

価 格」 と して,税 率 を1£ あ た り1ペ ンス に制 限 した が,同 じく第二 読 会 で 否

決 され た。

翌1904年 に再 び トレ ヴ 」 ア ン氏 が 土 地価 値 修 正 レ イ ト課 税 法 案 を提 出 した

が.第 二読 会 は 通 過 した もの の,そ の後 は 通過 しな か った 。

翌1905年 には ジ ョン ・ブ ル ー ナ ー卿 が前 年 と同名 の法 案 を提 出 した が ,お な

じ運 命 を辿 った 。

また ス コ ッ トラ ン ドに お い て も グ ラス ゴ ー の 当局 が1899年 と1900年 に法 案 を

提 出 して.末 利 用 地 に対 して期 待 地代 を課 税 ベ ース と して課 税 しよ う と した こ

.と を皮 切 りに,1903年 と1904年 の 土地 課税 評価 法 案 ,エ904年 の 土 地 価 値 課 税

(ス コ ッ トラ ン ド)法 案(す べ て の土 地 に対 して そ の年 価 値1£ あ た り2シ リ

ン グま で の課 税 を行 い,年 価 値 は 整 地 され た土 地 の 売 却 価 格 の4%増 し とす 為

と い う内容)が 提 出 され た。 そ して1905年 に前 年 の 法 案 が 第 二 読 会 を通 過 した

こ とを受 け て,翌1906年 に 同法 案 は選 抜 委 員会 に付 託 され
,同 委 員 会 は土 地 ゐ

年 価値 に レ イ ト課 税 を行 うご とと,免 税 規 定 に鉄 道,運 河,ド ッグ,桟 橋.港

湾 を付 け 加 え る こ と を提 言 し た。 これ を受 け て翌1907年 に土 地 価 値(ス コ ッ ト

ラ ン ド)法 案 が,.課 税 ベ ース を 「土地 と相 続 財 産 が 自由 市 場 で売 却 され た場 合

に期 待 され うる額」 す な わ ち土 地 の資 本 価 値(capitallandvalue)と し て提

出 され,下 院 は 通 過 した が,上 院 で は 否決 され た。 これ を受 け て 翌1908年 に課

税 ベ ー ス を 資 本 売却 価 値 か ら年 間 賃 貸 価 値 へ と修 正 しよ う と した が,結 局,政

府 は法 制 化 を断 念 した。

(2)1910年 財 政(1909-10)法 にお け る土 地 課 税

多 数 派報 告 に よれ ば,西 種 類 の 土 地 課 税 が 定 め られ た。 第 一 は増 価 税 で,土

地 の敷 地 価 値 の増 分 を課 税 ベ ース と して,土 地 の売 却 や14年 以 上 の賃 貸 ,さ ら

に死 亡 相 続 時 な どに税 率20%で1回 の み 課 税 す る とい う もの で あ る
。 土 地 へ の
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支 出 は 控 除 され,増 価 分 の最 初 の10%は 免 除 され た 。 第 二 は土 地 返 還 税(Re・

versionDuty)で あ り,税 率10%で 農 地 や21年 未満 の り一ス は 免 除 され た 。 第

三 は未 開発 地積 で あ り,未 開 発 地 の土 地 価 値1£ あた り半 ペ ニ ー の税 率 で課 税

し,地 中 の 鉱物 の価 値 は 除 外 す る とされ た。 第 四 は鉱 物 権 税 で あ 娩 課 税 ベ ー

ス を年 間賃 貸価 値,税 率 を5%と して.全 て の資 本支 出 が 課 税 控 除 され た 。 以

上 の課 税 を行 うた め に、 国税 庁 に よ って 連 合 千 国 の す べ て の 土 地 が 課 税 評 価 さ

れ た。

6

(3)多 数 派 報 告 に お け る 地 価 課 税 批 判

議 会 下 院 の 土 地 価 値 グ ル ー プ(TheLand.ValuesGroupofMembersof

Parliament)が 中 心 と な っ て レ イ ツ の 課 税 ベ ー ス を 現 行 の 年 間 賃 貸 価 値 か ら資

本 敷 地 価 値(capitalsitevalue)に 変 更 す べ し とい う提 案 が お こ な わ れ た が13),

多 数 派 報 告 で は 租 税 の 応 益 ・応 能 原 則 を 盾 に 拒 絶 さ れ た 。 そ の 論 拠 と して19世

紀 諸 法 に よ る'レ イ ツ 改 革 が 租 税 原 則 に 適 っ て い た こ と が 示 さ れ た 。 つ ま り,

13)議 会の土地価値 グループ エ78名は 「土地 と税制の改革」 と題す る メモをアスキス首相に提出 し

た。 その 内容 は 「我 々下院 の メソパーは,首 相,蔵 相そ の他 の閣僚が1909-1910年 予算を法制化

した こ乏に感謝 します.な ぜな らばそれは土地の分離的課税 評価 原則 の最初 の認識 で あ り,国 家

負担 のよ り公 平な人民への配分 と人民の労働成果 の確保 と土地 を最 も首尾 よ く利用 しうる者へ の

土地 の解 放 とを目指す さらな る諸改革 に と って必要 な磁 を提 供するか らです。我 々は政府 にた い

して この予算に よって新 たに開始 され た政 策を継 続 し,発 展 させ ることを要求す る。す なわち,
産 業 を独 占 と不 公正 な(1)土地価値(LandValue)を公共 の ニーズのため に用い るこ と,②

貌 負担か ら解放す るこ と,③ の㈲ 土 地利用のための よ り大 きな機会 を提供 する こと,(b)人 民

の食料へ の課税 を廃 止する こと,こ の二つ によって 自由貿易政策 を貫 くことである。 この ような

政策 を遂行すれ ば次 のよ うな効果が あが るであろう。 すなわ ち,① す べての土 地の課税評極 の

完 遂が早 まる,② 課税評価が公衆の身直 なもの となる,③ 地 方当局がその課税評価 を もとに

国家資金 セ教育,救 貧,道 路全て の土地価値 に課税 して,㈲レイ ツを課す権 限を得る,(4)

.養 護施設,警 察等に振 り向け,地 方 レイツを削減 し,⑥ 紅 茶,砂 糖 ココアその他食料 への課

税 の代替 とす る」とい うもの であった(当 時.の税 源については表2を 参照の こと)。H.Trustram

E。,,3'。9互,TaxandRating・ ・肋 帽 …,1912,P・41・E・ ・ は議会 の土地価恒 グル　 プ

甑 対 して,あ 狛 治体 について地価課税の負担の試算 を行い濃 地 や住宅 地の税負担が急増す
「ある 自治 体の課税評価 を調 べそ して結論 として,ることを示 している(表3)。Ibid.,p.36.

地鵬 税(ra・i・g…i・ev・1・ ・)膿 地 への課税 な し輩 不 可能 である ことが 明らがてみて.

とな った」 と述べてい る。 乃 鉱,p,40.A.R.プ レス トはEveの この試算 を 「過去百年 間に

地 価課税 が システ ムとして可能 である として,実 際に課税評価 を行 った唯一 の例 である」 として/

い る唇PreSt.ψ.σ 払,p.103,ロ.38.
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表2国 税 と地方税 の内訳(1899-1900年)

(83)83

国 税 *地 方 税

額(1000£)害 耳合(%)額(1000£)害 出合(%)

不動 産の所 有,占 有,移 転 に関す る税

(の レイ ト課 税

⑲ 非 レイ ト課税

不動産 の小計

不動産 関係以外 の税

(a)消 費税(必 需品)

(b)消 費税(非 必需 品)

(c)営 業免除税

(の 他の免許税

(e)個 人所得税

不動 産関係以外 の税 の小計

17311

2ユ0ユ6

17.6

21.4

35811

2656

8

1

a

a

8

38327 39.0 38467 88.9

52234

2680

400

20

4836

53,0

2.7

0.4

0

4・夢

1328

2057

1419

3.1

4.7

3.3

総 計

備 考)*初 等 教 育 は除 く。

出所)RoyalCommissiononLocalTaxation,FinalReport,Cd.638,190ユ,p,ユ5 .

表3Bedf町dshhcのPavenhamに お け る地 価 課税 の 試 算

小計1 6・17・1 61.0 4804 11.1

98497 100 43271 100

ブ
ロ

ッ

ク

分 類 広 さ 聖醗野
ユ£ あ た

り3d.

鵠鶏}
1£ あた

り3d.

地価課税
の合計
1£ あた

り6d.

レ イ ツ

1£ あた 贈

り43.
減

1

2

3

4

5

6

7

8

小 住 宅a.r.P

(cottages)6一.3一 工8

宅 地197-2-28

農 民 住 居8-1-8

農 地976-2-10
ノ

小住宅以72 -1-20外
の住宅

特易1」資産2-1-14

森 林37-3-4

そ の 他10-0-2ユ

9

1

7

9

1

3

5

3

£

7

16

3

9

1

7

9

ユ

3

5

3

£

7

16

3

8

2

4

8

2

6

0

6

£

1

14

1

33

6

ユ

£

46

布25

27

*80

92

ユ8

1

8

£

117

(468%)

258

(322%)

9
(300%)

£

28(61%)

13(46%)

30(32%)

12(67%)

2(25%)

計 1312-0-31298 298 596 297 384 85

備考)*1896年 農 業 レイ ツ法 に よ って 税 率 が1謁 あ た り2s.と され て い る。

出所)H.TrustramEve,SingleTaxandRatingonSiteValuer,1912,p .36.
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1833年 のLightingandWatching法 で は,住 宅 や建 物 の所 有 者 と 占有 者 は土

地 の それ らの3倍 の レイ ツを 負担 す る こ と,1848年 と1875年 の 公 衆 衛 生 法 で1ま

農 地.運 河 鉄 欝 は 四分 の一 の ・イ ・鯉 とす る こ と・.・896年 の諜 レイ ツ

法 で 膿 地0134t物 の二 分 の 一 の レ イ 順 担 とす る こ と'・899年}・ は粉 の一 税

の所有 者 で あ る聖 職 者 の レイ ツ を半減 した こ とな どで あ る。

ま た,地 価 課 税 推 進 者 が ア ダ ム ・ス ミス の租 税 原 則 に従 って資 産 の利 害 に 応

じた 負担 を主 張 して い るの に対 して,多 数 派 は 「共 同体 の存 在 は 土 地 に 貨 幣 価

値 を与 え るが,同 時 に それ は商 工 業 者 の財 に も価 値 を与 え る」 と反 論 し てい る。

さ らに,地 価 課 税 の負 担 が 他 に転 嫁 され な い とい う根 拠 は 薄 弱 で あ り,実 際

には 土 地 価 値 の所 有 者 が 誰 で,そ れ を どの よ うな 割 合 で所 持 し てい るか を 明示

して お らず,地 価 課 税 自体 が 納 税 者 数 を減 少 させ,代 表 と課税(representa・

tionandtaxation)を さ らに分 離 さ せ,政 治 的 混 乱 を招 く と し てい る。

課 税 ベ ース の 資本 敷 地価 値 へ の移 行 に対 す る根 本 的 な批 判 と して は,税 収 は

年 々 の支 出 に対 応 す る,税 は年 々の 所 得 か ら納 め られ る,資 本 価 値 は 現 在 で は

実 現 す る機 会 を持 た な い と い う三 点 が挙 げ られ て い る 。

(4)少 数派報告におけ る地価課税擁護論

敷地への負担を軽減 して土地改良を促.進ずることは住宅供給に関 して特に重

要であるとされている。つまゆ,労 働者階級の地域では初等教育 費 や 救 貧費

(当時の地方最出については表4を 参照のこと)が 嵩むのでレイツが重課とな

り,住 宅が最 も必要とされる地域において住宅供給が妨害 され,家 賃高騰 狭

小住宅,過 密居住 を招いているのである。多数派報告では地価課税が過密建築

をもたらすと批判されてい るが,実 際にはそれは建築利用地域の拡張をもた ら

す 。 なぜ なち ば,第 一 に,そ れ は末 利 用 地 を 活用 させ るか,あ るい は市 場 に放

出させる。第二に,建 物への課税の軽減は建築業者の現在 の金融的 リス クを削

減し停 業諸 手しゃすくする。第三に・労鵬 蝶 合住宅よりも一戸駐 宅

を選好す るので,よ り多くの空間や庭園が確保され,過 密建築 とはならないの
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衷4地 方 当 局 の純 支 出(1899-90年 か ら1911-12年.ま で)

年 救 貧 精神病院
その他

1903-04135391055

1905-0614ユ311118

1907-08143081257

1909一 ユ0147461228

1911-12144221245

警 察

3749

4259

4555

4584

4774

4939

5321

5685

5872

6078

6339

6882

道 路

1056

1551

1885

1780

1898

2029

2268

2415

2537

2624

2834

3333

.公衆衛
生官の
人件費

5

4

5

1

5

9

2

5

5

2

8

2

7

5

8

2

4

5

8

2

2

4

5

7

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3
.

小 計

13733

15334

16611

17157

17973

19265

21337

23019

23983

24609

25505

26254

教 育

4280

5181

6890

8043

9034

ユ0078.

11590.

16862

2304ユ

25182

26910

28615

総 計

18013

20515

23501.

25200

27007

29443

32927

39881

47024

49791

52415

54869.

備考)単 位は1000£。

出所)Depart皿entalCommitteeonLocalTaxation.FinalReport,Cd,7315,19ユ4,p .9.

で あ る。 ・

ま た,多 数派 が1910年 財政(1909-10)法 の 成 立 を理 由 に して地 方 税 と して

の 地 価 課 税 の根 拠 が 消滅 した と してい るの に対 して,1910年 法 の う ち増価 税 は

増 価 時 のみ に課 税 さ れ,し か も増 価 が エ0%未 満 で あれ ば 非 課 税 とな り,財 産 返

還 税 は 敷 地 と建 物 の価 値 の合 計 に 課税 され,未 開 発 地 租 には 過 去20年 開1こ1エ
ド

ー カ ー あた り100£ の 道 路 ・下 水 道 費 を投 下 して い れ ば 免税 にな る と い う規 定

が あ る な どのた め に,地 価 課 税 の 根拠 を崩 す こ とに は な らな い と少 数 派 は主 張

して い る。

さ ら に少 数 派 報 告 は1901年 の少 数 派 報 告 に お け る地価 課 税 原 則 適 応 の限 定 に

つ い て批 判 して い る。 す なわ ち,190ユ 年 報 告 で は地 価 課 税 を,a,都 市 地 域 に

限 定.b.地 方 選 択(localoption)原 則 の適 応,c.土 地 価 値 を増 大 さ せ る

傾 向 の あ る支 出 に地 価 課 税 の 税収 の使 途 を限 定 とい う条 件 で推 奨 して い た が,

1914年 報 告 はaに つ い て.地 価 課 税 実 施地 域 と非実 施 地 域 を区 別 す る こと ほ困

難 で あ る し,そ の必 要 も ない とす る。 なぜ な らば,都 市 地域 に も農地 が 存 在 し,11
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農 村 地 域 に も資 産 の 巨大 な凝 集 物 が存 在 す るか らで あ る。 未 開 発 地 に つい て は,

資 本価 値 に等 しい 所 得 をす ぐに引 き出す 手 段 を持 た な恥 ので,低 率 課 税 とす る。

しか し,地 方 当 局 の支 出や 人 口 ・産 業 の増 加 な どに よ っ て土 地 価 値 が 高 くなれ

ば 地 主 は 負 担 す べ きで あ る⇔ つ ま り地 価 課税 は よ り企 業 家 的 な農 業者 に有 利 に

作 用 す るの で健 全 な公 共 政 策 に合 致 す る と い うわけ で あ る。

bに つ い て は,そ れ は法 律 で定 め るべ きで あ って地 方 当局 の選 択 に まか せ ら

れ るべ きで は な い と して い る。.

Cに つ い て は,実 際 に は区 別 が 困難 で あ ワて,納 税 者 に と って の 関 心 事 は全

体 と して の レ イ ツ負 担 で あ る と述 べ られ て い る。

(5>、少数派報告における地価課税提案

イングランドとウェールズについて次のように提案されている。

① 敷地価値 を建物価値や他の改良価値 と分離 して把握p,評 価 リス トに記

録すべ し。

② 建物や土地改良に対 しては減税 し,特 別地価課税収入で埋め合わせる。

⑨ 敷地価値 を自由な土地市場で任意の売 り手が得 られると合理的に期待さ

れ る価格であると想定す るべきである。それゆえ,建 物 固定された機械,

樹木,生 け垣,生 育 しっっある農産物は除く。

④ 公道 公園,公 的なオープン ・スペースには地価課税を行わない。

⑤a,各 地方当局の必要とするレイツ収入の十分の一については敷地価値

を課税ベースとして課税し,残 りの十分の九については現行の課税評価 を

課税ベースとして課す。

b.次 年度に必要な税収がその前年のそれ を上回るならば,そ の超過分

の半分については敷地価値を課税ベースとし,残 りの分については現行の

課税ベースとする。

⑥ 地価課税は現行 レイ ト支払い義務者 と同一人物から,空 き家 と空 き地に

ついてはその所有者か ら徴収すべきである。
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⑦ 前 項 で支 払 われ た税 は 次年 度 の 地 代 支 払 い時 に控 除 され るべ きで あ る。

⑧ 地 価 の一 部 が実 現 され ず,享 受 で き ない場 合 は税 の払 い戻 しを 受 け られ

るべ き で あ る。

⑨ 地 方 も都 市 同 様 に地 価 課 税 を行 う。

⑩ 税 率 に格 差 を設 け る。 す な わ ち,旦,農 業用 地 並 の価 格 を有 す る土 地 で

は 敷 地価 値 の 四 分 の一 に課 税,b.轟 地 以上 の価 値 を持 つ が,建 築 す る状

況 に ない 土 地 につ い て は 同 じ く二 分 の一 に課 税,c.そ の 他 の土 地 につ い

て は敷 地 価 値 全 て に課 税 。

少 数 派報 告 で は 最 後 に,敷 地 価 値 が 地 域 の富 と貧 困 の よ りよい尺 度 であ る と

して,半 国家 的 サ ー ビス 向 け(例 えば 初 等 教 育)の 国 庫 補 助 金 は敷 地 価 値 に反

比 例 して配 分 され るべ きで あ る と して い る。1901年 少 数 派 報 告 が 「地 価 課 税 か

国税(tax)か 」 とい う問題 設 定 で あ った の に対 して,1914年 少 数 派 報 告 は,

「地 価 課 税 か 国税 ・レイ ツ ・地 価 高 騰 か」 とい うよ うに問 題 を よ り広 く把 握 し

て い た 。..

⑥ 小 指

多数派報告が地価課税に否定的で少数派報告が肯定的であるとい う構図は,

前節で検討 した1901年 報告 と同様である。数多 くの法案 と1910年財政法という

現実を踏まえて1901年 少数派報告の批判がおこなわれていることに注 目したい。

その根底には労働者階級の住宅問題の深刻化があり,国 庫補助金に頼 らず地方

の独自性や自主性を守 りなが ら.その解決にあたるための地価課税提案 とい う意

図が認められる、また実現可能性に細心の注意を払い,現 行制度からの移行が

円滑に行われるように様々な規定を提案 していたのである。

お わ り に ・

本 論 文 で は土 地 課税 をめ ぐる議 論 の うち,そ の源 流 とされ て い る ア ル フ レ ッ

ド ・マ ー シ ャル と20世 紀初 頭 の二 つ の 委 員 会 報 告 を取 り上 げ た。 こ の作 業 に よ
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って判 明したことは,第 一に,地 方税 レイツ負担 をめ ぐって敷地価値 に課税ベ

ースを移すか杏かを軸 として激 しい論争が行われたことである。第二 に,経 済.

学者マーシャルは地価課税を土地の 「公共的価値」への課税 として推奨したが,

一般的には税務行政上,際 限のない訴訟を招くとして否定的にとらえられてい

た。第三に,租 税の応益 応能原則を互いに根拠にして地価課税 の賛否を論 じ.

賛成派は地方当局の都市改良費をこれで賄 うとしている。実際にロソ ドソでは

そのように計画された。第四に,地 価課税は労働者階級の住宅問題の解洗に資

すると想定されていた。地価課税の収入によって住宅対策費を賄い,土 地課税

によって地価下落 ・借家供給増が実現すれば,第 一次大戦後の国庫補助金付き

地方公営住宅 とは異なる住宅政策が実現 していたであろう。第五に,地 方自治

の発展のために,敷 地価値の課税評価 を地方当局が自ら行 うことの重要性であ

る。 この点は都市農村計画による建築規制 とともに,地 価課税が過密建築を招

くという議論に対す る反批判となろう。さらに地価課税が安易な土地没収 とい

う形態での土地公有化に対する歯止めとなっているという議論にも注目したい。

このように英国における地価課税運動は19世紀 と20世紀の転換期において地方

財政改革の中心的テーマであ?た とともに,土 地住宅問題と密接に絡んで展開

されていたのである。当時の政治経済状況はその実現を許さなかったが,数 多

くの個人や団体が法制化を軸に運動 していた。英国土地住宅政策研究はこれ ら

の視点からさらに深 める必要があろう。


